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電源開発相賀測水所購入

分任支出負担行為担当官近畿地方整備局
紀南河川国道事務所長
田中　雄三
和歌山県田辺市中万呂１４２

令和　８年　３月２３日

電源開発株式会社
東京都中央区銀座６丁目１５番１号

¥６，７０６，９４４－

¥７，４６５，７３９－

本件は電源開発株式会社が所有している「相賀測水所」を購入するものである。
河川管理施設である相賀水位流量観測所は、平成23年度紀伊半島大水害で観測
所敷高より水位上昇で水没被災したため、恒久的な耐水化（既往最大水位であ
った紀伊半島大水害でも継続観測可能）対策を実施する必要があった。
しかし、①恒久的な耐水化施設を設置するための費用が高額であること②当該
観測所は国定公園及び世界遺産指定地内にあり諸法令（「自然公園法」「文化
遺産国際協力法」）による関係機関協議が長期間にわたること等の理由により
新規に耐水化対応した観測所を設置することが困難であった。
そのため相賀水位流量観測所の近傍にある「相賀測水所」について所有者であ
る電源開発株式会社と協議したところ、令和6年10月に廃止の方針が決定され
ていることが判った。「相賀測水所」の高水位相関性・健全度調査・耐震計算
を検証したところ、河川管理施設として求められる水文観測所としての機能を
有していることを確認した。
既存施設である「相賀測水所」を河川管理者の水文観測所として供用すること
は、①紀伊半島大水害でも継続観測が可能であること②相賀水位流量観測所の
耐水化対策より安価であること③関係機関協議が短期間で済むこと等の理由か
ら購入する方針とした。
なお「相賀測水所」は電源開発株式会社の所有物であり、契約相手方として随
意契約するしかない。
以上により、本件の購入にあたり上記契約の相手方と随意契約するものである。


